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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 不明（平成２４年９月１１日 １６時００分ごろ～１８時４５分ごろ

の間） 

発生場所 不明（和歌山県御坊市塩屋漁港～和歌山県日高町紀伊由良港一のハイ

防波堤南東方の入り江付近の間） 

事故調査の経過  平成２４年９月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が行方不明のため

行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 徳
とく

栄
えい

丸、０.５トン 

 ＷＫ３－２５１４８（漁船登録番号）、個人所有 

５.９３ｍ（Lr）×１.６３ｍ×０.４４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成３年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１９年５月８日 

  免許証交付日 平成２４年１月１３日 

         （平成２９年５月７日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、平成２４年９月１１日１６時００

分ごろ塩屋漁港を出港し、和歌山県由良町由良港内の網代に向かっ

た。 

 船長の知人は、船長に網代から自宅まで車で送ってほしいと依頼さ

れており、網代で船長を待っていたところ、１８時００分になっても

本船が網代に到着せず、船長の携帯電話が圏外となっていたので、本

船が所属する漁業協同組合に連絡した。 

 地元漁船は、本船の捜索を行い、１８時４５分ごろ、‘紀伊由良港

一のハイ防波堤北灯台から真方位１４５°８００ｍ付近の入り江’

（以下「本件入り江」という。）付近において、機関が作動し、操縦

ハンドルが中立の位置にある状態で漂流していた本船を発見したが、

船長が見当たらなかったので、最寄りの漁業協同組合に連絡を行い、
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同組合が１９時２５分ごろ海上保安庁へ１１８番通報した。 

 本船は、僚船により、網代にえい
．．

航された。 

 海上保安庁の巡視船艇及び地元漁船は、船長の捜索を行ったが、発

見することができなかった。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西～西北西、風力 １～２、視界 良

好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期～中央期、水温 約２８.

５℃ 

 その他の事項 

 

 本船は、船尾部に船外機を備えた操舵室のない平甲板の小型漁船で

あり、レーダー、ＧＰＳプロッターなどの航海計器はなかった。 

船長は、本船を網代に回航してまぐろ漁の生き餌（小アジ）を捕る

ために使用していた。 

塩屋漁港と網代との距離は、約１２海里であり、船長は、時々、本

船で塩屋漁港と網代との間を往復していた。 

本船発見場所付近は、磯が近く、磯波が発生しやすいところであ

り、陸岸から北西方７００ｍ付近まで黒ハイ、二ノ碆
はい

及び一ノ碆の順

に岩礁が拡延しており、最も沖側にある一ノ碆付近から北方に向けて

長さ約３７０ｍの紀伊由良港一のハイ防波堤が築造されている。ま

た、黒ハイの北端には、小型灯標が設置されており、陸岸寄りを航行

する地元漁船は、通常、黒ハイと二ノ碆及び二ノ碆と一ノ碆との間を

航行していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となった。 

 本船は、１６時００分ごろ塩屋漁港を出港した後、１８時４５分ご

ろ、本件入り江付近において、無人の状態で発見されたことから、こ

の間において、船長が落水した可能性があると考えられるが、落水に

至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、塩屋漁港を出港した後、船長が落水したことに

より発生した可能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・救命胴衣の着用を心掛けること。 

 

 


